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１．目 的 

日本身体障害者陸上競技連盟（以下：身障陸連という）はパラリンピック・世界選

手権大会・アジアパラ及びその他の国際主要大会強化策として、強化選手を指定する。 

２．対 象 

強化選手の対象者は次の項目すべてを満たす者とする。 

（１）日本身体障害者陸上競技連盟（JAAFD）登録者であること。 

（２）国際パラリンピック委員会（以下「IPC」という。）登録者であること。 

（３）強化指定選手については原則 IPC 公認のクラス分けステータスが R 又は C であ

ること。但し、C・D 指定については、身障陸連のクラス分け委員会の実施する

クラス分けステータスが R 又は C の選手を強化選手にすることができる。 

３．強化選手ランクの定義 

強化選手のランクは、A・B・C・D の４ランクとする。 

（１）A ランク 

①パラリンピック・世界選手権でメダル（３位以内）を獲得した競技者。（IPC ラ

ンキング 3 位以内） 

（２）B ランク 

①パラリンピック・世界選手権で入賞（８位以内）した競技者。但し、予選がな

く決勝のみの場合選考委員会で検討して決定する。（IPC ランキング 8 位以内） 

（３）C ランク 

①パラリンピック・世界選手権大会において決勝または準決勝進出を果たした競

技者（種目によっては決勝進出者の数が異なるので準決勝進出とは上位１５位

以内）、アジアパラでメダルを獲得した競技者。 

  （４）D ランク 

    ①国際大会(パラリンピック･世界選手権・アジアパラ等)の参加標準記録を突破し

た競技者。 

    ②今後の活躍が期待される競技者で強化選手選考委員会が決定した競技者。 

   注意：車いすマラソン種目については、気象条件、コース等が記録に影響するため

上記ランクを基準に選考委員会で決定する。（パラリンピック、世界選手権、ア

ジアパラ、大分国際車いすマラソン大会及び IPC 公認の海外車いすマラソン大

会を中心に選考を行なう） 

４．強化選手の期間 

   強化選手の期間は 1 年間（毎年 4 月 1 日～翌年 3 月末）とする。但し、パラリン

ピック・世界選手権の成績による A、B ランク選手ついては大会終了後 2 年間強化

選手とする。 



５．強化選手の推薦・決定及び追加 

（１）強化選手の推薦 

IPC 公認の国際大会、国内の IPC 公認大会（日本選手権、ジャパラ、関東選手

権、大分陸上、九州チャレンジ等）の記録をもとに３の定義に基づいて該当す

る各ブロック担当者が推薦する。今後期待できる競技者についても将来性を考

慮して各ブロック担当者が推薦できる。 

（２）強化選手の決定 

強化選手は、毎年度各ブロック担当者が推薦し、強化選手選考委員会（以下「選

考委員会」という。）で決定する。ただし、パラリンピック・世界選手権の成績

による A、B ランク選手についてはこの限りではない。 

（３）強化選手の追加 

年度内 IPC 公認国内大会（日本選手権、ジャパラ、関東選手権、大分陸上、九

州チャレンジ等）及び IPC 公認の国際大会において３のランク定義をクリアし

た競技者が出た場合は、その都度各ブロック担当者が推薦し選考委員会で決定

する。 

  （４）その他 

     決定された競技者は身障陸連強化選手として登録される。 

６．強化選手の遵守事項 

   強化選手は、陸上競技会における活動のみならず、広く社会における活動機会を通

して、他の模範となる人材として選考しており、その処遇に対する責任の自覚と人格

形成を遵守事項の中に求める。 

（１）強化選手は身障陸連代表選手であることを自覚し、競技力向上に努める。 

（２）強化選手は正当な理由がある場合を除き、身障陸連が指定する国内の競技会な

らびに合宿には、積極的に参加するものとする。 

（３）強化選手は原則として年 1 回、身障陸連が指定する健康調査票及び健康診断書

を提出するものとする 

（４）強化選手は、年 1 回アンチ・ドーピング講習会を受講するものとする。また、

アンチ・ドーピングにかかわるすべての基準を適正に遵守すること。 

（５）強化委員会の実施する事業に積極的に協力すること。 

（６）その他 IAAF、IPC、JAAF、JAAFD などの規則。特に IAAF、JAAF の競技

者資格規定などは準用されるので注意が必要である。 

７．強化選手の解除 

（１）6 の遵守事項に著しく違反した競技者、あるいは義務を履行しない競技者。この  

ことは、指定期間においても解除することができる。 

（２）医学的問題やクラス変更が生じて 3 の定義からはずれた競技者。 

（３）３の定義 D ランク①に該当する競技者は該当する国際大会の選手が決定したら   

解除する。 

（４）長期間理由なしで競技会に出場しない競技者及び引退した競技者。 



８．強化選手の処遇 

  （１）強化委員会の指定する強化合宿に参加する経費の補助 

     ①A ランク選手は身障陸連で全額補助する。 

   ②B ランク選手は参加費 10,000 円。それ以外の経費は身障陸連で補助する。 

   ③C ランク選手は身障陸連で 10,000 円補助。それ以外の経費(参加費含む)は自

己負担とする。 

   ④D ランク選手は全額(参加費含む)自己負担とする。 

   ＊上記を原則とするが補助金(強化費等)によって補助額を変更することがある。 

（２）国際大会(IPC 公認、障害別国際団体公認大会等)参加経費補助 

   ①大会ごとに強化委員会で補助額を決定して通知する。 

（３）毎年提出する健康診断書にかかる経費については身障陸連で全額補助する。 

（４）強化委員会実施の体力測定及び講習会、研修会等については事業ごとに負担金

を決定通知する。  

９．選考委員会 

（１）委員会に次の委員を置く。 

委員長 １名         副委員長 ２名         委員 ５名以内 

（２）委員長には強化委員会委員長が就任する。 

（３）副委員長には、クラス分け委員会委員長及び国際大会選考委員会委員長が就任   

する。 

（４）選手選考委員は、次に該当する者から選出し、理事会の承認を得る。 

①強化委員会委員 

②国際大会選考委員会及びクラス分け委員会委員長 

③医師など学識経験者 

（５）委員の任期は連盟役員等の任期を準用し、再任を妨げない。 

（６）委員会は委員長、副委員長及び委員をもって構成し、委員長が召集し、その議  

長となる。 

（７）委員会は、委員会構成委員在籍数の２分の１以上(委任状含む)の出席がなければ、        

その議事を開き決議することはできない。 

（８）委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の   

決するところによる。なお、議決への不服申し出があったときは常任理事会で 

審査決定する。 

（９）選手強化担当は、会議に出席して意見を述べることができる。 

（10）委員長が必要と認めたときは会議に参考人の出席を求め、その意見を聴取する 

ことができる。 

（11）この規程変更は選考委員の 3 分の 2 以上の同意があれば変更できる。 

付則  この規定は平成２１年 ６月 １日 制定 

平成２３年 ４月 １日 一部変更 

 


